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令和８年度埼玉県指定難病継続申請受付事務等業務委託 
公募型プロポーザル実施要領 

 
１ 件名 
  令和８年度埼玉県指定難病継続申請受付事務等業務委託（以下「本業務」という。） 
 
２  目的 

本件は、本業務（更新業務、電話対応業務等）を実施するにあたり、業務運営を円滑に行うため、
公募型プロポーザル方式の随意契約を実施し、価格、技術的能力、履行体制等を総合的に評価して
受託者を決定するものとする。 

 
３  対象業務 
（１）委託業務概要 

  別添１「令和８年度埼玉県指定難病継続申請受付事務等業務仕様書（案）」（以下「仕様書（案）」
という。）のとおり。ただし、受託者からの提案内容を踏まえ、協議の上、仕様書（案）の内容
を変更する場合がある。 

（２）業務委託期間 
 令和８年５月１日（金）から令和８年９月３０日（水）まで 
 埼玉県は上記にかかわらず、令和８年度歳入歳出予算の金額に減額又は削除があった場合に
は、当該契約を行わないものとする。 

（３）執行上限額 
   金７８，８７０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 
（４）契約方法 
   公募型プロポーザル方式による随意契約（以下、「本件プロポーザル」という。） 
 
４ スケジュール 

日 程 内 容 
３月３日（火） WEB 公募、質問受付、参加受付 
３月６日（金） 質問票（様式第５号）受付期限 
３月１０日（火）午後 5 時 質問回答期限 
３月１２日（木）午後 5 時 参加申請書等（様式第１号、２号）提出期限、企画提案書等の

提出期限（１０部） 
３月１７日（火） 第一次審査（書類審査）結果通知 
３月２３日（月） 第二次審査（プレゼンテーション審査） 

 
５ 参加資格 
  参加者は、次の要件をすべて満たすものとする。 
（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により、埼玉県における

一般競争入札等の参加を制限されていない者。 
（２）埼玉県財務規則（昭和３９年埼玉県規則第１８号。以下「財務規則」という。）９１条により、

埼玉県の一般競争入札に参加させないこととされた者ではないこと。 
（３）提案書の提出期限までに、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平成２１年３月３

１日付け入審第５１３号）に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 
（４）提案書の提出期限までに、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱（平成２１年４月１日付け
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入審第９７号）に基づく入札参加除外措置を受けている者でないこと。 
（５）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）による再生手続開始の申立て、会社更生法（平成１

６年法律第７５号）の規定による更生手続開始の申立て又は破産法（平成１６年法律第７５号）
の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。 

（６）法人税、法人都道府県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納している者でないこと。 
（７）個人情報の取扱いについて次の（ア）又は（イ）の認証を受けていること。 

ア 一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）及びその指定機関が 使用を許諾する
「プライバシーマーク」を取得していること。  

イ ISO27001 における、公益財団法人日本適合性認定協会（JAB）又は JAB と相互認証してい
る認定機関に認定された審査登録機関の認証を取得していること。 

 
６ 参加手続 
  本件プロポーザルに参加を希望する者は、以下に従い応募すること。 
（１) 提出書類 

ア 参加申請書（様式第１号） 
イ 誓約書（様式第２号） 
ウ 企画提案書（任意様式） 

    様式は任意とするが、１ページ目を表紙、２ページ目を目次、３ページ目以降を評価項目ご
との提案内容を記載し、全ページ A4 判横置きで合計１７ページ以内で作成すること。作成方
法は以下の（ア）〜（ウ）のとおりとする。 

（ア）企画提案書の 1 ページ目（表紙）には、次の事項を記載すること。 
a 表題（令和８年度埼玉県指定難病継続申請受付事務等業務委託 企画提案書） 
b 応募者の名称、担当者の所属・氏名、電話番号、メールアドレス 

（イ）企画提案書の 2 ページ目は「目次」とすること。 
（ウ）企画提案書の 3 ページ目以降に記載する事項は概ね次のとおりとすること。 

a 企画提案の理念と基本方針 
b 業務実施体制 
c 従事者の質の確保 
d 設備環境 
e 具体的な実施手法 
f 法令順守及び緊急対応案件への対応方法 
g 独自提案 
h その他、必要と思われる事項 

（エ）提出部数 
  １０部（正本１部、副本９部） 

※副本に添付する書類は写しで可とする。 
エ 業務実績調書（様式第 3 号） 

 国または地方公共団体から委託を受けた類似業務について、委託者、受託業務名、業務内
容、契約期間、契約金額を記載すること。また、その他本事業に関係する類似業務について該
当がある場合は記載すること。（最大５件まで） 

オ 法人の事業概要（様式第 4 号） 
  提案者名、本社所在地、会社の設立年月、従業員数、資本金、最新年度の売上金、業務内容、

ホームページアドレス、本県を担当する支社（支店）名を記載すること。（既存のパンフレッ
ト等でも可。） 
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カ 参考見積書（様式任意）及び見積内訳書（様式任意） 
（ア）参考見積書の金額は日本国通貨で、消費税抜額及び消費税込額を表記すること。 
（イ）見積内訳書は、算出方法が分かるように記載すること。なお、人件費については、管理者、

副管理責任者及び受付・コールセンター業務スタッフについて、別々に算出し、それぞれの
１時間当たり単価も記載すること。 

（ウ）宛名は「埼玉県知事 大野元裕」宛とすること。 
キ 登記事項証明書 

   現在事項全部証明書（提出日前３か月以内に取得したもの） 
ク 決算関係書類（直近１箇年分の貸借対照表及び損益計算書） 
ケ 法人税、法人県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税の納税証明書 
（ア）法人税、消費税及び地方消費税は、税務署発行の納税証明書各１部（その３の３）を提出

すること。また、法人県民税及び法人事業税は、埼玉県県税事務所発行の直近２事業年度分
の納税証明書を提出すること。 

（イ）本店及び支店等の事業所が本県以外にある場合には、その事業所を所管する都道府県の税
事務所等が発行する納税証明書。 

コ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会によるプライバシーマーク制度の認定証又は
ISO27001 認証を受けていることを証明するもの（認定証等）の写し 

（２）提出期限 
   令和８年３月１２日（木）午後 5 時必着 

※ 持参の場合は、平日の午前９時から午後５時の間に受け付ける。 
（３）提出方法 

 郵送及び持参で受け付ける。なお、郵送の場合は、書留郵便とすること。 
※ 封筒等には「令和８年度埼玉県指定難病継続申請受付事務等業務委託参加申請書在中」と記載

すること。 
※ ６（１）提出書類のうち、ウの企画提案書については、９問い合わせ先及び各種書類の提出先

の E-mail あてに電子データでも提出すること。 
  

７ 留意事項 
（１）企画提案は、１提案者につき１提案に限る。（複数提案は不可） 
（２）企画提案書等の提出後は、原則、その内容を変更することはできない。 
（３）提出期限内に提出書類の不備・不足が解消されない場合は、企画提案に参加できない。 
（４）仕様書に記載している事項以外に、本業務の目的を達成するための有効な方法がある場合は、

積極的に提案を行うこと。 
（５）企画提案書等の返却には一切応じない。なお、提出された書類は本件プロポーザルの審査目的

以外には使用しない。 
（６）企画提案書等の作成及び提出に要する一切の費用は、参加者の負担とする。 
（７）提出された書類を確認し、不備や不足がある場合には連絡を行う。その際の再提出期限は６（２）

と同様とする。 
（８）令和８年度歳入歳出予算案が議決されなかったとき又は当事業費に係る減額があったときは、

当該企画提案は無効とする。 
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８ 質疑応答 
  本件プロポーザルに関する質問は、以下により質問書を提出すること。 
（１）提出期間 

 令和８年３月３日（火）から３月６日（金）まで 
（２）提出方法 

 質問票（様式第５号）により以下のメールアドレス宛に提出すること。 
 提出先アドレス：a3590-04@pref.saitama.lg.jp（電話・ＦＡＸ不可） 

（３）質問書への回答 
 令和８年３月１０日（火）午後５時までに県のホームページに掲載する。なお、質問がなかっ
た場合は掲載しない。 
 

９ 問い合わせ先及び各種書類の提出先 
〒３３０−９３０１ 
埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目１５番１号 （本庁舎４階） 
埼玉県保健医療部疾病対策課 指定難病対策担当 齋藤 
電 話：０４８−８３０−３５６２ 
E-mail：a3590-04@pref.saitama.lg.jp 

 
１０ プレゼンテーション及び提案書類の審査 
（１）開催日時 令和８年３月２３日（月）（予定） 
   ※具体的な日時は後日通知する。 
（２）開催場所 埼玉会館５C 会議室 
（３）説明時間 各提案者とも３０分程度 
   （プレゼンテーション２０分程度、質疑応答１０分程度） 
（４）説明資料 事前に提出した資料のみとする。 
（５）審査基準 
   別添２「企画提案に係る審査基準」のとおり。 
（６）委託候補者の選定 
   一次審査（事前審査）と二次審査（プレゼンテーション）を行う。 
   一次審査は、事務局が提出された書面に基づいて採点する。なお、参加資格を有する参加者の

数が５者を超える場合、評価点数の順位に基づいて二次審査に進める業者を 5 者以内に絞り込む
場合がある。また、参考見積書を含む提出書類の内容が適当でないと認められるときは、参加者
数の多少にかかわらず二次審査に進めない場合がある。一次審査の結果については令和８年３月
１７日(火) までに参加申請書（様式第１号）の連絡先に記載されたメールアドレス宛に電子メー
ルで通知する。 

   二次審査は、選定委員会の各委員が、提出された企画提案書と参加者の行うプレゼンテーショ
ンに基づいて審査基準により審査する。一次審査の得点と委員の評価点数の合計が最も高く、最
も優れた業務運営能力を有すると認められる者を委託候補者とする。参加者が１者の場合でも、
審査において実施能力を有すると認められた場合には、委託候補者として決定する。実施能力を
有すると認められる者がいない場合は再度選定を行う場合がある。 

（７）審査結果 
   審査の結果は、決定後、電子メールにて速やかに参加者全員に通知する。 
（８）留意事項 

ア プレゼンテーションの内容は企画提案書に基づくものとし、訴求したい点等について説明

mailto:a3590-04@pref.saitama.lg.jp
mailto:a3590-04@pref.saitama.lg.jp
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すること、提出済みの企画提案書以外の資料の提示や企画提案書に記載のない新たな提案等
を審査当日に行うことは認めない。 

イ プレゼンテーションに参加しない者については、契約の候補者には選定しないものとする。 
ウ プレゼンテーションを行う者は各者２名までとする。 
エ 参加者は、他の参加者の企画提案を傍聴することは認められないものとする。 
オ 指定の時間に遅れた場合は、評価対象としないものとする。 
カ 提出書類に虚偽の記載や不備がある場合は、審査対象とならず、失格とする。 

 
１１ 次順位者の繰り上げ 
  受託候補者に契約を締結できない何らかの事由が発生した場合は、次順位以下となった提案者の

うち、点数が上位であった者から順に本業務についての交渉を行うことができるものとする。 
 
１２ 失格事項 
  次のいずれかに該当したものは失格とする。 
（１）提出期限を過ぎて企画提案書を提出した場合。 
（２）企画提案書等に虚偽又は本要領に示す事項に違反する記載を行った場合。 
（３）他の参加者と提案内容やその他本入札に関して相談を行った場合。 
（４）委託候補者の選定前に、他の参加者に対して応募提案の内容を意図的に開示した場合。 
（５）選定委員会に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めた場合。 
（６）選定結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為を行った場合。 
（７）その他、執行者があらかじめ指示した事項に違反した場合。 
（８）提出された見積書の金額が上限金額を上回った場合。 
（９）提出された見積書の金額が妥当性を欠いていた場合。 
 
１３ 契約に関する基本事項 
（１）契約の締結 

 選定された候補者は提出書類に基づき具体的事業内容を県と協議し、合意に達した仕様書に基
づき見積書を提出した上で、随意契約の方法により契約を締結する。委託候補者と協議が整わな
い場合や、契約締結までの間に候補者に事故等が発生した場合は、審査結果が次点の者を委託候
補者として改めて協議を行う。なお、協議の結果、企画提案書等の内容の一部を変更する場合が
ある。 

（２）契約保証金 
   要する。埼玉県財務規則第８１条第１項の規定により、契約金額に、契約保証金の率（１００

分の１以上）を乗じた額を契約保証金として納付すること。ただし、埼玉県財務規則第８１条第
２項各号のいずれかに該当するときは契約保証金の全部または一部を免除する。なお、同規則同
項第３号に該当する場合は、「誠実に履行」した証明として、検査調書、検査完了通知書又は履
行証明書等を提出すること。 

（３）契約書の作成 
 要する。 

（４）支払条件 
 前金払、部分払は行わない。 

（５）その他 
本業務の契約は、立会人型電子契約サービスを利用した電子契約（契約書を電子データで作成

し、押印に代わる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを
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付与するもの）による締結を予定する（受注者が電子契約に同意しない場合は、紙の契約書によ
り締結する）。締結には、発注者が指定した電子契約事業者の立会人型電子契約サービスを利用
し、受注者は利用に係る費用負担が生じないものとする。なお、受注者は、契約締結に利用する
メールアドレスを用意する必要がある。 

 
１４ 業務の適正な実施に関する事項 
（１）関係法令の遵守 
   本業務を受託した者（以下、「受託者」と言う。）は関係法令を遵守すること。 
（２）業務の一括再委託の禁止 
   受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、または請け負わせることはできない。 
（３）特定個人情報等保護 
   受託者が本業務を行うにあたって、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（以下、「番号法」という。）で規定する特定個人情報を取り扱う場合には、番
号法関係法令及び個人情報保護委員会が定める特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラ
インの規定のほか、仕様書に基づき、その取扱いに十分注意し、漏洩、滅失及び棄損の防止、そ
の他特定個人情報の保護に取り組むこと。また、個人情報を取り扱う場合には、個人情報保護法
のほか、仕様書に基づき、その取扱いに十分注意し、漏洩、滅失及び棄損の防止、その他個人情
報の保護に取り組むこと。 

（４）守秘義務 
   受託者は、委託業務を行うに当たって知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために

利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。 
 
（参考）配布資料 
（１） 令和８年度埼玉県指定難病継続申請受付事務等業務委託公募型プロポーザル実施要領 
（２）（様式第１号）参加申請書 
（３）（様式第２号）誓約書 
（４）（様式第３号）業務実績調書 
（５）（様式第４号）法人の事業概要 
（６）（様式第５号）質問票 
（７）別添 1「令和８年度埼玉県指定難病継続申請受付事務等業務仕様書（案）」 
（８）別添 2「企画提案に係る審査基準」 


